
別紙様式第11

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式

【令和7年度】

随意契約を 随意契約に係る 随意契約による その他必要な事項

締結した日 契約金額 こととした理由 （備考）

超音波画像診断装置    ＥＰＩＱ　ＣＶｘ　Ultrasound　System
さいたま赤十字病院
用度課
埼玉県さいたま市中央区新都心１－５

令和8年1月14日
株式会社イノメディックス
埼玉県さいたま市中央区新中里5-22-2

¥19,999,980

早急な整備が求められた機器であり、当院の指定する納期
に対応可能な唯一の業者であることから、契約の性質また
は目的が競争を許さない場合に該当(日本赤十字社会計規則
第36条4項)

ユニアーム
さいたま赤十字病院
用度課
埼玉県さいたま市中央区新都心１－５

令和8年1月27日
株式会社イノメディックス
埼玉県さいたま市中央区新中里5-22-2

¥8,863,800

早急な整備が求められた機器であり、当院の指定する納期
に対応可能な唯一の業者であることから、契約の性質また
は目的が競争を許さない場合に該当(日本赤十字社会計規則
第36条4項)

本件は令和8年度所属会
計から適用した改正規則
に基づき締結した契約で
ある

ミルクラベル確認実施機能
さいたま赤十字病院
用度課
埼玉県さいたま市中央区新都心１－５

令和8年1月9日
富士通Japan株式会社
さいたま市大宮区桜木町1-11-20

¥2,189,000

契約業者が当該機器の電子カルテ運用に必要な技術を有し
ている唯一の業者であり、買入れ先が特定され、契約の性
質又は目的が競争を許さない場合に該当するため（日本赤
十字社会計規則36条４項）

本件は令和8年度所属会
計から適用した改正規則
に基づき締結した契約で
ある

バイタルモニタ
さいたま赤十字病院
用度課
埼玉県さいたま市中央区新都心１－５

令和8年2月24日
株式会社イノメディックス
埼玉県さいたま市中央区新中里5-22-2

¥166,793,000

契約業者が当該機器の特約店であり、買入れ先が特定され
競争が発生しないことから、契約の性質または目的が競争
を許さない場合に該当するため（日本赤十字社会計規則36
条４項）

本件は令和8年度所属会
計から適用した改正規則
に基づき締結した契約で
ある

スクロール式コンプレッサーのオーバーホール
さいたま赤十字病院　施設課
埼玉県さいたま市中央区新都心1-5

令和7年12月26日
日本メガケア株式会社
北関東支店
埼玉県上尾市平塚73

¥7,810,000

当該契約業者は、医療ガス設備の保守点検業者であり、当
該設備について熟知している。そのため、迅速かつ円滑な
業務の実施が 期待できることから、契約の性質又は目的が
競争を許さない場合 に該当するため。（日本赤十字社会計
規則第36条第４項）

多目的ホールのプロジェクタ機器交換作業について
さいたま赤十字病院　施設課
埼玉県さいたま市中央区新都心1-5

令和8年1月16日
エイチ・シー・ネットワークス株式会社
東京都台東区浅草橋1-22-16ヒューリッ
ク浅草橋ビル５階

¥7,920,000

当該契約業者は、当該設備施工業者であり、当該設備につ
いて熟知している。そのため、迅速かつ円滑な業務の実施
が期待できることから、契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合に該当するため。（日本赤十字社会計規則第36条
第４項）

備考

　（１）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。

　（２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

　（３）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。

物品等又は役務の名称及び数量 随意契約担当部課の名称及び所在地 随意契約の相手方の氏名及び住所
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